
　一般乗合旅客自動車運送事業に関し、道路運送法施行規則第１５条の１２第１項第２

号及び同規則第１５条の１４第１項第１号による「地方運輸局長が指定する区域ごとに
定める時間帯」について、下記のとおり指定したので公示する。

平成１３年１２月２５日

東北運輸局長　　島　田　知　明

平日・土・日祝日別

６時台 ９時台 １２時台 １６時台 ２０時台

～８時台 ～１１時台 ～１５時台 ～１９時台 ～２３時台

附　　則

　１．この公示は、平成１４年２月１日以降に処分するものから適用する。

附　　則（平成１８年９月１９日公示７１号）

　１．この公示は、平成１８年１０月１日以降に届出するものから適用する。

日 祝 日 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

記

　　公示第 ７２ 号

東北運輸局管内各運輸支局の管轄区域

同　　上

指定の範囲

平　　日

土 曜 日


